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令和４年度 消防本部の重点課題 

部長名  浪指 孝章 

＜全体方針＞ 

立入検査の実施や住宅用火災警報器の普及啓発などにより火災予防意識を高めます。また、多発化・激甚化する災害に対応するため車両を含めた資機材等の装備

の見直しや老朽化した防火水槽の耐震化など消防水利を充実するとともに、効果的な研修や訓練を通して、消防職（団）員に必要な知識・技術を習得するなど消防

力の一層の充実・強化を図ります。 

 

＜課ごとの指導方針＞ 

総務課 

適切な予算編成や予算執行及び決算、また消防行政財産の適切な管理を行います。 

消防に求められる活動に見合う装備を整備するなど消防職員及び消防団員の安全確保に取り組みます。 

多発化・激甚化する災害に対応できるよう、消防職員及び消防団員に対して効果的な教養、訓練を実施するとともに、定住自立圏での広域化及び消防の連携・協

力についての検討会を開催するなど消防力の強化に向け協議を進めます。 

予防課 

違反対象物公表制度に伴い重大違反対象物の違反是正を行います。なお、査察体制を強化するために職員の育成を行います。 

 住宅用火災警報器の設置率が低いため職員による訪問、コミュニティ活動を活用した普及啓発を行います。 

防災課 

車両更新計画を見直し、多様化した災害に応じた消防車両の配備を行います。 

救急車の適正利用について、広報活動を継続して行います。 

耐震性貯水槽の設置を計画的に行います。 
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総務課 

（各課、各署） 

★高度な災害対応能力

を持った職員の育成 

【重点プロジェクト】 

●若手職員の育成を強化

するとともに、階層別

研修を充実させる。ま

た、救急救命士の養成

に加え、消防職員に専

門知識を習得させるた

め、救命士研修所及び

県消防学校へ入校させ

るなど、専門知識に関

する研修を充実する。 

県消防学校 

 初任教育   ５名 

 専科教育  １５名 

 特別教育   ９名 

 

救急救命士養成 

        １名 

指導救命士養成 

        １名 

№28 Ｄ 新型コロナウイルス感染症

によって県消防学校の特別教

育が１件中止となったほか、専

科教育及び特別教育について

も、署員確保のため、当初予定

していた人数の研修は行えな

かった。 

県消防学校 

 初任教育   ５名 

 専科教育  １１名 

 特別教育   ２名 

救急救命士養成 １名 

指導救命士養成 １名 

 

総務課 ★地域防災力の強化 

【重点プロジェクト】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●消防団活動について

社会的理解を深めるた

めイベントなどに赴き

消防団の存在意義や役

割、やりがいや処遇等

が伝わる広報活動を展

開することで加入の促

進を図る。 

 

●古い消防屯所の更新 

 

 

 

 

○定員６９８名の充足 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１３分団赤坂屯所

の建設及び第５分団屯

所建設用地の確保 

 

 

№28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 夏期の新型コロナウイルス感

染症拡大により広報活動が行

えなかった。当初予定していた

防災訓練等での勧誘及び加入

促進活動も、新型コロナウイルス

感染拡大により十分に行えなか

った 

 

 

第１３分団（赤坂）屯所は３月

初旬に完成し、第５分団（金倉）

屯所についても順調に進んで

いる。 
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★消防の広域化 

 

 

 

●訓練塔及び資機材保

管庫の建設。 

 

 

 

 

 

●定住自立圏で広域化

についての検討会を開

催するなど広域化に向

けて協議を進める。 

〇建設予定地の国有地

部分の買収及び建設の

着工 

 

 

 

 

○令和4年度の前半に

検討会を開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12－① 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

中央保育所の解体工事は予

定どおり行われた。国有地の買

収は1月末に見積合わせを行い

2 月末に売買契約を締結した。

新訓練塔の供用は、令和６年４

月を予定している。 

 

 中讃消防指令センター事務協

議会を開催し、広域化及び車両

等の共同運用について意見交

換を行った。また、瀬戸内定住

自立圏での消防間協議も開催

し、広域化及び新しい枠組みで

の共同運用について意見交換

を行った。 

予防課 

（各署） 

★重大違反対象物の改

善 

●防火対象物の実態把

握に努めるとともに、消

防用設備未設置対象物

及び点検未報告対象物

を重点に指導を行う。 

 

●重大違反対象物に対

しての指導及び改善を

行う。 

 

●危険物施設等の維持

管理の指導を行う。 

防火対象物 

年間300件 

 

危険物施設 

年間100施設 

12－② Ｃ 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

Ｃ 

通常業務の許認可事務や査

察に対応すると、実態把握を実

施する時間が無く、遅れている

状態である。 

 

 

重大違反対象物の指導を実

施し改善が認められている。 

 

 

指導は行えている。 
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 ★住宅用火災警報器の

設置、点検、維持管理の

推進 

【重点プロジェクト】 

●住宅用火災警報器の

未設置世帯への指導を

行う。 

なお、設置世帯に対して

は、定期的な作動確認、

適切な本体交換の指導

を行う。 

市内全域のコミュニ

ティ行事等（コミュニ

ティ祭り）に参加して、

啓発活動を実施する。 

中讃テレビ等に依頼

して定期的にニュース

等で放映してもらう。 

№28 Ｃ 職員が独居高齢者宅の防火

診断を実施して、未設置の改善

がわずかながらでも出来てきて

おり、職員の訪問による未設置

世帯への指導も徐々に実施でき

ている。 

防災課 ★消防車両の更新計画

の見直し 

【重点プロジェクト】 

●消防車両の使用年数

及び災害活動を考慮し、

計画的に車両配備を行

う。 

○更新台数 

消防署  2台 

消防団  1台 

№28 Ｃ 団車両の第 16 分団（川原）と

消防車両の2台（ホース延長車、

火災原因調査車）は配備完了し

た。 

防災課 ★救急車の適正利用の

推進 

【重点プロジェクト】 

●ポスター等の掲示及

び救命講習会や中讃テ

レビ等での啓発活動を

行う。 

○緊急性のない軽症傷

病者搬送件数の抑制。 

№28 Ｃ  啓発ポスターを関係機関へ掲

示依頼し、また中讃テレビを活

用した救急車適正利用について

の広報動画を作成した。 

防災課 ★耐震性貯水槽の設置 

【重点プロジェクト】 

●地域条件を考慮しな

がら設置を行う。 

○新設３基 №28 Ｄ  新設 2 基（城南荘、東中学校）

は設置工事完了する。もう1基（5

分団屯所）は屯所建設スケジュ

ールの調整もあり、来年度の設

置工事となる。 

防災課 ★応急手当普及啓発の

推進 

【重点プロジェクト】 

●講習会受講者に、ＡＥ

Ｄと応急手当の重要性

を理解してもらう。 

○講習会受講者数 

 １，５００名 

№28 Ｃ  感染症対策を行いながら、応

急手当の普及講習会等を実施

し、目標受講者数の 1、500 名を

ほぼ達成する事が出来た。 

 


